
 

 

柏 崎 市 福 祉 施 設 等 夜 勤 対 応 者 補 助 金 交 付 要 綱  

 

（ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 入 所 又 は 宿 泊 を 伴 う サ ー ビ ス 事 業 所 に お い て 負

担 の 大 き い 夜 勤 職 員 の 処 遇 改 善 の た め 、 独 自 で 夜 勤 手 当 の 増 額 を 行

う 事 業 者 に 対 し 、 一 定 の 補 助 金 を 交 付 す る こ と で 、 事 業 者 負 担 を 軽

減 し な が ら 夜 勤 職 員 の 処 遇 改 善 を 推 進 し 、 福 祉 人 材 に お い て 特 に 確

保 の 困 難 な 夜 勤 職 員 の 離 職 防 止 と 新 規 確 保 を 図 る こ と を 目 的 に 、 予

算 の 範 囲 内 に お い て 、 福 祉 施 設 等 夜 勤 対 応 者 補 助 金 を 交 付 す る こ と

に つ い て 、 新 潟 県 柏 崎 市 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 ５ ０ 年 規 則 第 ２ ９

号 。 以 下 「 交 付 規 則 」 と い う 。 ） に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項

を 定 め る も の と す る 。  

（ 用 語 の 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 当 該 各

号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

⑴  福 祉 施 設 等  生 活 保 護 法 （ 昭 和 ２ ５ 年 法 律 第 １ ４ ４ 号 ） 第 ３ ８

条 に 規 定 す る 救 護 施 設 、 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的

に 支 援 す る た め の 法 律 （ 平 成 １ ７ 年 法 律 第 １ ２ ３ 号 ） 第 ５ 条 に 規

定 す る 短 期 入 所 、 施 設 入 所 支 援 及 び 共 同 生 活 援 助 を 行 う た め の 施

設 並 び に 児 童 福 祉 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 １ ６ ４ 号 ） 第 ４ ２ 条 第 １ 号

に 規 定 す る 福 祉 型 障 害 児 入 所 施 設 を い う 。  

⑵  夜 勤  午 後 １ ０ 時 か ら 翌 日 午 前 ５ 時 ま で の ７ 時 間 の 時 間 帯 を 含

む 勤 務 を い う （ 当 該 時 間 帯 に お け る 途 中 ま で 又 は 途 中 か ら の 勤 務

を 含 む 。）。  

⑶  夜 勤 手 当  事 業 者 が 定 め る 給 与 に 関 す る 規 程 に 規 定 す る 手 当 で

あ っ て 、 夜 勤 に 対 応 す る 支 援 職 員 （ 福 祉 施 設 等 の 入 所 者 の 生 活 を

支 援 す る 職 員 で あ っ て 、 管 理 者 等 他 の 職 務 の 兼 務 者 を 含 み 、 宿 直

員 等 現 場 の 支 援 に 関 わ ら な い 職 員 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） に 対 し 、

支 給 す る も の を い う 。  

（ 補 助 対 象 者 の 要 件 ）  

第 ３ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 は 、 市 内 に 所 在 す る 福

祉 施 設 等 を 運 営 す る 事 業 者 で 、 当 該 事 業 者 で 定 め る 前 年 度 末 時 点 の



 

 

夜 勤 手 当 の 額 を 新 た に 増 額 し よ う と す る 又 は し て い る 事 業 者 と す る 。 

（ 交 付 申 請 ）  

第 ４ 条  補 助 金 の 交 付 を 受 け よ う と す る 者（ 以 下「 申 請 者 」と い う 。）

は 、支 援 職 員 を 夜 勤 に 最 初 に 従 事 さ せ た 日 か ら ３ ０ 日 以 内 に 、柏 崎

市 福 祉 施 設 等 夜 勤 対 応 者 補 助 金 交 付 申 請 書（ 別 記 第 １ 号 様 式 ）に 必

要 書 類 を 添 え て 市 長 に 申 請 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 申 請 者 の 責 務 ）  

第 ５ 条  申 請 者 は 、 夜 勤 職 員 に 対 す る 処 遇 改 善 を 図 り 、 そ の 離 職 防 止

と 新 規 確 保 に 努 め る も の と す る 。  

 （ 補 助 金 交 付 の 決 定 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 第 ４ 条 に よ る 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 係 る

書 類 の 審 査 を 行 い 、 速 や か に 補 助 金 を 交 付 す る か ど う か を 決 定 し 、

柏 崎 市 福 祉 施 設 等 夜 勤 対 応 者 補 助 金 交 付 （ 変 更 交 付 ・ 不 交 付 ） 決 定

通 知 書 （ 別 記 第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 へ 通 知 し な け れ ば な ら な

い 。  

（ 補 助 金 の 対 象 経 費 及 び 交 付 額 ）  

第 ７ 条  補 助 金 の 対 象 経 費 は 、 夜 勤 の 実 績 に 対 す る 午 後 １ ０ 時 か ら 翌

日 午 前 ５ 時 ま で の 事 業 者 が 支 給 す る 夜 勤 手 当 の う ち 、 前 年 度 末 の 夜

勤 手 当 の 額 を 増 額 （ 事 業 者 が こ の 補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と に よ ら

ず 給 与 規 程 等 を 改 定 し た こ と に 伴 う 増 額 を 除 く 。 ） し た 額 と す る 。  

２  補 助 金 の 交 付 額 は 、 対 象 経 費 に 対 し 、 夜 勤 職 員 １ 人 に つ き １ 時 間

当 た り ２ ０ ０ 円 を 上 限 に 、 事 業 者 が 増 額 し た 増 額 分 の 手 当 の 額 と す

る 。  

（ 交 付 時 期 ）  

第 ８ 条  申 請 者 は 、申 請 期 間 の う ち 、１ 月 か ら ３ 月 ま で の 期 間 を 除 き 、

４ 月 か ら ６ 月 ま で 、 ７ 月 か ら ９ 月 ま で 及 び １ ０ 月 か ら １ ２ 月 ま で の

期 間 ご と に 柏 崎 市 福 祉 施 設 等 夜 勤 対 応 者 補 助 金 実 績 表 兼 請 求 書 （ 別

記 第 ３ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。   

２  市 長 は 、 前 項 の 請 求 書 に 基 づ き 、 第 ７ 条 第 ２ 項 の 交 付 額 の 合 計 額

を 請 求 の あ っ た 日 か ら 起 算 し て ３ ０ 日 以 内 に 支 払 う も の と す る 。  

 （ 変 更 交 付 申 請 ）  

第 ９ 条  申 請 者 は 、 第 ４ 条 の 規 定 に よ り 市 長 へ 提 出 し た 申 請 に つ い て 、



 

 

夜 勤 手 当 の 額 の 改 定 等 に よ り 補 助 金 交 付 申 請 額 に 変 更 が 生 じ た 場 合

は 、速 や か に 柏 崎 市 福 祉 施 設 等 夜 勤 対 応 者 補 助 金 変 更 交 付 申 請 書（ 別

記 第 ４ 号 様 式 ） に 変 更 内 容 が 分 か る 書 類 を 添 え て 市 長 に 提 出 し な け

れ ば な ら な い 。  

（ 補 助 金 交 付 の 変 更 決 定 ）  

第 １ ０ 条  市 長 は 、 前 条 の 申 請 が あ っ た と き は 、 当 該 申 請 に 係 る 書 類

の 審 査 を 行 い 、 速 や か に 補 助 金 交 付 の 変 更 を 決 定 し 、 柏 崎 市 福 祉 施

設 等 夜 勤 対 応 者 補 助 金 交 付 （ 変 更 交 付 ・ 不 交 付 ） 決 定 通 知 書 （ 別 記

第 ２ 号 様 式 ） に よ り 、 申 請 者 へ 通 知 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 実 績 報 告 ）  

第 １ １ 条  申 請 者 は 、 申 請 期 間 の う ち １ 月 か ら ３ 月 ま で の 期 間 に つ

い て 、 当 該 年 度 の 末 日 ま で に 、 柏 崎 市 福 祉 施 設 等 夜 勤 対 応 者 補 助

金 実 績 報 告 書 （ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） に 必 要 書 類 を 添 え て 、 市 長 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 補 助 金 交 付 額 の 確 定 ）  

第 １ ２ 条  市 長 は 、 前 条 に よ る 実 績 報 告 が あ っ た と き は 、 当 該 実 績 報

告 に 係 る 書 類 に よ り 事 業 実 績 及 び 対 象 経 費 を 審 査 し 、 速 や か に 補 助

金 交 付 額 を 確 定 し 、 柏 崎 市 福 祉 施 設 等 夜 勤 対 応 者 補 助 金 確 定 通 知 書

（ 別 記 第 ６ 号 様 式 ） に よ り 申 請 者 へ 通 知 し 、 交 付 す る も の と す る 。  

 （ 補 助 金 の 交 付 の 取 消 し 及 び 返 還 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 申 請 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 は 、

補 助 金 の 交 付 決 定 の 全 部 若 し く は 一 部 を 取 り 消 し 、 又 は 交 付 し た 補

助 金 の 全 部 若 し く は 一 部 の 返 還 を 命 ず る こ と が で き る 。  

⑴  第 ３ 条 に 規 定 す る 要 件 を 欠 く に 至 っ た と き 、 又 は 第 ５ 条 に 規 定

す る 責 務 を 果 た せ な く な っ た と き 。  

⑵  提 出 し た 書 類 に 虚 偽 又 は 不 正 な 記 載 が あ っ た と き 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 す 場 合 は 、 柏 崎 市 福

祉 施 設 等 夜 勤 対 応 者 補 助 金 交 付 決 定 取 消 通 知 書 （ 別 記 第 ７ 号 様 式 ）

に よ り 通 知 し 、 交 付 し た 補 助 金 の 返 還 を 求 め る 場 合 に あ っ て は 、 期

限 を 定 め て そ の 返 還 を 命 ず る も の と す る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ４ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定



 

 

め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 失 効 ）  

２  こ の 要 綱 は 、 令 和 １ ２ 年 ３ 月 ３ １ 日 限 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 た だ

し 、 補 助 金 の 支 払 に つ い て は 、 令 和 １ ２ 年 ５ 月 ３ １ 日 ま で の 間 は 、

な お そ の 効 力 を 有 す る 。  

 


